
 

 

高知県社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

 

日時：平成２２年５月３１日（月）13:30～15:30 

場所：高知県 職員能力開発センター 202 会議室 

                （高知市丸ノ内２丁目１－１９） 

 

会議次第 

 

１ 地域福祉部長 あいさつ 

 

２ 議事 

 （１）会長、副会長の選任について 

 

 

 （２）地域福祉支援計画基本事項について 

 

 

 （３）地域福祉支援計画の骨子（案）の検討について 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料】 

○資料１ 高知県地域福祉支援計画の基本事項資料 

○資料２ 高知県地域福祉支援計画の骨子（案） 

〔参考資料〕 

○熊本県地域福祉支援計画 
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資 料 １

高知県地域福祉支援計画の基本事項資料



地域福祉支援計画・地域福祉計画・地域福祉活動計画の必要性（資料）
H22.5.31  地域福祉政策課

都道府県地域福祉支援計画 市町村地域福祉計画

【社会福祉法 第108条】

都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通
ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に
掲げる事項(※下記)を一体的に定める計画 （「都道府県地域福祉支援計

画」）を策定し 又は変更しようとするときは あらかじめ 公聴会の開催等住

【社会福祉法 第107条】
市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項(※下記)

を一体的に定める計画（「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変
更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営
する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必

都道府県地域福祉支援計画 市町村地域福祉計画

１ 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に
関する事項

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

画」）を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住
民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その
内容を公表するものとする

する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必
要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。

関する事項

２ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質
の向上に関する事項

福祉サ ビ の適切な利用の促進及び社会福祉を目的と

２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関す
る事項

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

３ 福祉サービスの適切な利用の促進及び社会福祉を目的と
する事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

【地域福祉計画策定指針（H15.11全国社会福祉協議会）】

地域住民や福祉活動を行う民間団体の自主的・自発的な福祉活動を中
心にした民間活動の自主的な行動計画を策定することが必要である

市町村地域福祉活動計画 (市町村社会福祉協議会)

１ 地域福祉活動への住民の参加促進

２ 福祉サービスの開発や拠点の整備

心にした民間活動の自主的な行動計画を策定することが必要である



地域福祉計画等の推進

計画の関係図

地域での支え合いの意図的な再構築に向けた「高知県地域福祉支援計画」を策定するとともに、市町村・市町
村社会福祉協議会による地域アクションプランとなる計画の策定を支援します。

・市町村の地域福祉の推進を支援する
ための基本的方針(ガイドライン)

・福祉人材の確保・育成と適切なサー

・地域における多様な福祉サービス
の提供と適切な利用

・地域福祉活動への住民の参加促進

・住民の参加促進による地域の支え
合い活動の推進

地域福祉支援計画【都道府県】 地域福祉活動計画【市町村社協】地域福祉計画【市町村】

支え合い

のしくみ
連・福祉人材の確保・育成と適切なサ

ビスの利用促進 等
・要援護者対策 等 ・福祉サービス拠点の整備 等づくりを

支援

連
携

住み慣れた地域で暮らし続
けるためにどうしたらいい
のかなあ

地
域
福
祉

計
画

地域福祉計画の策定【市町村】
協
力
・支
援 ２２・２３年度をメドに一体的に策定

地域コミュニティ
の再生・強化

平成２２年度の取り組み

祉
を
総
合
的

的
に
推
進

地域福祉活動計画の策定【市町村社協】

地域福祉支援計画の策定地域福祉支援計画の策定【【県県】】 ２２年度に策定
地域住民

生 童

住民等の参加

具体的内容
等を計画に

そ
の
他

計
画

的
・

地域福祉支援計画の策定地域福祉支援計画の策定【【県県】】

高
齢
者

計
画

障
害
者

計
画

児
童
の

計
画

調
整
・
連
携

２２年度に策定民生委員児童委員

社会福祉協議会

老人クラブ

ボランティア 等 住民も参加した話し合い・

等を計画に
位置づけ

あったかふれあいセンターなど

携
ネットワークの形成



地域福祉支援計画 と 地域福祉計画 ・地域福祉活動計画 の関係

高知県地域福祉支援計画(イメージ)

〇地域福祉を推進する基本的な考え方を整理

連携

〇行政をはじめ 関係機関 地域住民が 緒に策定

市町村地域福祉計画(市町村) 市町村地域福祉活動計画(社協)

〇地域福祉を推進する基本的な考え方を整理
・地域福祉の現状と課題
・地域福祉の推進の意義

〇行政をはじめ、関係機関、地域住民が一緒に策定

〇制度サービスの現状と課題、その対応策
(制度サービスの隙間対策、地域の支え合いのしくみづくり等)

【小地域】 それぞれの地域で、関係者の合意と協力のもと、実行に向
けた話し合い

地域ごとに話し合い ⇒ 実行計画

〇地域福祉計画 と 地域福祉支援計画
・市町村地域福祉計画のあり方
・地域福祉支援計画の役割

県下６ブロックでの意見交換会
⇒計画策定の目的の理解・啓発

例）・あったかふれあいセンター
・高齢者等の支え合いづくり
・高齢者等の交流の場づくり
・障がい者や子育て支援

・災害時要援護者への対策
地域住民の参画による運営体制

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

地域住民の交流の場・支え合いの拠点

市町村社協

民生・児童委員 自治会 老人クラブ等
ボランティア

地域住民の参画による運営体制地域住民の参画による運営体制

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

地域住民の交流の場・支え合いの拠点

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

地域住民の交流の場・支え合いの拠点

市町村社協

民生・児童委員 自治会 老人クラブ等
ボランティア

〇地域福祉のガイドライン
・誰もが安心して暮らせる「高知型福祉」の姿
・取りくむ視点
・課題に応じた対象区域(小地域)の設定 支え合い

しくみ
A地区 B地区 C地区 D地区

【推進体制(イメ ジ)】ＰＤＣＡで 着実な地域福祉の推進

〇地域福祉の実践に向けて(県の基本施策)
・県下全域での地域福祉推進の基盤づくり
・官民協働の支え合いのしくみづくりの推進

課題 応 た対象 域(小 域) 設定

Ｅ地区
のしくみ
づくりを
支援

【推進体制(イメージ)】ＰＤＣＡで、着実な地域福祉の推進

ア
ド
バ
イ
ザ

大
学
・
福
祉
保

県
社
協
・行
政

事
務
局(

社計
画

「地域福祉計画」推進委員会(仮称)
計画の進行管理、情報集約、地区活動の支援、調整

「あったかふれあいセンター」をはじめとした新た
な支え合いのしくみ

・社会福祉協議会の活動強化
・民生委員児童委員との連携強化
・地域力を高める人づくり 等

ザ
ー

保
健
所
・地
域
支
援
企
画
員

政

等

会
福
祉
協
議
会
・市
町

画
実
施
全
体
の
調
整

A地区 B地区
〇しくみづくりの実践例

・住民の協働の「場」づくり
・地域ケアのシステム

地域見守り協定による子どもや独居高齢者の

地域住民の参画による運営体制

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

地域住民の交流の場・支え合いの拠点

市町村社協

民生・児童委員 自治会 老人クラブ等
ボランティア

地域住民の参画による運営体制地域住民の参画による運営体制

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

地域住民の交流の場・支え合いの拠点

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

地域住民の交流の場・支え合いの拠点

市町村社協

民生・児童委員 自治会 老人クラブ等
ボランティア推進活動の展開

員
・

町
村

等)

整
と
運
営

地区 ボランティア団体 当事者団体福祉関係者

C地区 D地区・地域見守り協定による子どもや独居高齢者の
見守りネットワーク

・障がい者の就労支援活動 等

Ｅ地区



市町村の地域福祉計画(活動)の策定 と 地域活動の展開イメージ

地域福祉計画策定委員会

【住民座談会イメージ】 地区ごとに実施

1地区 20 30名程度参加第１回座談会

≪地域福祉(活動)計画の策定手順≫

作業部会

地域福祉計画策定委員会

地区の良いところ、不安・課題・困りごと、課題等への解決アイデアを
ワークショップ手法で実施

1地区 20～30名程度参加第１回座談会

1地区 20～30名程度参加第2回座談会

関係者へのヒアリング
・アンケート調査

(課題やニーズの把握)

地区別住民座談会
(地域の生活課題を整理
し、解決策を考える)

現状と課題の整理
(制度サービスや地域の
支え合いの現状や課題)

第1回の話し合いをもとに、地域にとって必要なサービス・支え合いにつ
いて話し合い

度参第2回座談会

第3回座談会 ・・・・・・・・・

地域福祉(活動)計画の策定

〇地域 おける福祉 ビ 適切な推進

地区協議会(仮称)を組織化
(それぞれの地区で地域福祉推進の中心となる組織)

話し合いを継続し、地区ごとの計画策定・推進へ

〇地域における福祉サービスの適切な推進
・福祉サービスの目標 及び 戦略
・利用者のニーズ 及び サービスの隙間

【イメージ】地区協議会
計画の進行管理、情報集約、地区活動の支援、調整

〇地域における様々な社会福祉活動の展開
福祉 保健 医療と生活に関連する分野と 連携

(それぞれの地区で地域福祉推進の中心となる組織)

推進活動の展開

地域住民の参画による運営体制

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

地域住民の交流の場・支え合いの拠点

市町村社協

民生・児童委員 自治会 老人クラブ等
ボランティア

地域住民の参画による運営体制地域住民の参画による運営体制

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

地域住民の交流の場・支え合いの拠点

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【高齢者】
閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【子ども・親】
休日や緊急時の
託児など

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【若者】

心に悩みを抱える
人の活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

【障害者】

生活訓練の場
日中活動の場

地域住民の交流の場・支え合いの拠点

市町村社協

民生・児童委員 自治会 老人クラブ等
ボランティア

・福祉、保健、医療と生活に関連する分野との連携

〇目標(目指すべき姿)
・基本構想、重点目標、活動目標、実施目標、実施計画

例）・あったかふれあいセンター
・高齢者等の支え合いづくり
・高齢者等の交流の場づくり
・障がい者や子育て支援

・災害時要援護者への対策

地区住民 ボランティア団体 当事者団体福祉関係者

〇地域福祉推進にあたって関係者の役割
・地域住民、社会福祉活動を行うもの、社会福祉協議会、

行政、民生委員児童委員、その他

地域住民が参加(主体)

・・・・

〇推進体制について
・ＰＤＣＡで、着実な地域福祉の推進

地域住民が参加(主体)

Plan （計画） Do（実行） Check（評価） Act （改善）⇒ ⇒ ⇒



地域福祉支援計画 検討スケジュ ル(案）

地域福祉支援計画の策定の進め方・スケジュール

地域福祉支援計画 検討スケジュール(案）

1/26 社会福祉審議会 諮問、専門分科会の設置、スケジュール確認

・基礎データ整理、県内の地域福祉活動の把握、関係者ヒアリング、

市町村地域福祉計画の取り組み

基礎デ タ整理、県内の地域福祉活動の把握、関係者ヒアリング、

計画骨子(案)の作成、庁内検討会 等

５月３１日 第１回専門分科会 【計画骨子(案)、基本事項の確認等】

地域福祉関係団体と 意見交換 県内 活動事例 調査 分析
市町村地域福祉計画・市町村社協地域福祉活動計画 に着手

6月、9月 地域福祉計画に関する研修会(市町村職員を対象)
地域福祉活動計画に関する研修会(市町村社協職員を対象)

反映

８月頃 第２回専門分科会 【課題、理念、基本施策の検討等】

・地域福祉関係団体との意見交換、県内の活動事例の調査・分析、

庁内検討会、理念と基本施策(案)の検討

計画書原案(意見交換会用) 庁内検討会 事例調査 等

地域の福祉課題、制度サービスの隙間等の整理

≪地域福祉(活動)計画の策定手順≫

反映

９月頃 県下６ブロックで意見交換会

・計画書原案(意見交換会用)、庁内検討会、事例調査 等

地区別の住民座談会 ≪2回程度≫

アンケート調査、関係者へのヒアリング調査、制度サービス
の現状及び課題 等

安 プ

11月頃 社会福祉審議会

ブ

10月頃 第３回専門分科会 【計画書(案)の検討】

「高知県地域福祉支援計画」(案)の検討
地域福祉計画・作業部会 ≪複数回≫

地域の良いところ、不安や課題、目標などをワークショップ
手法などで検討

１２月～１月頃 パブリックコメント

２月頃 第４回専門分科会 高知県地域福祉支援計画(案)

地域福祉計画・策定委員会≪複数回≫

計画の策定

3月頃 社会福祉審議会 地域福祉支援計画案の承認、答申

計画の策定



地域福祉（支援・活動）計画の現状について

地域福祉支援計画の策定状況

【未策定都道府県】
東京都、石川県、長野県、奈良県、広島県、徳島県、愛媛県、高知県、鹿児島県、沖縄県

（１０都道府県）

市町村
地域福祉計画

幡多福祉保健所
管内

須崎福祉保健所
管内

中央西福祉保健所管
内

中央東福祉保健所
管内

安芸福祉保健所
管内

高知市

市 町 村 の 状 況 （平成22年3月末現在）

地域福祉計画 （平成22年3月末現在）

策定済
土佐清水市H19.4
四万十市H22.3

梼原町H16.3
須崎市H21.3

佐川町H20.7 室戸市H18.11

策定予定

大月町H24.3 中土佐町H24.3
津野町H24.3

大川村H23.3
本山町H24.3
香美市H26 3

安田町H23.3
北川村H23.3
奈半利町H24 3策定予定 香美市H26.3 奈半利町H24.3
馬路村H24.3
芸西村H24.3

策定未定

宿毛市、三原村、
黒潮町

四万十町 土佐市、いの町、
仁淀川町、越知町、
日高村

南国市、香南市、
大豊町、土佐町

安芸市、東洋町、
田野町

高知市

日高村

市町村
地域福祉活動

計画

幡多福祉保健所
管内

須崎福祉保健所
管内

中央西福祉保健所管
内

中央東福祉保健所
管内

安芸福祉保健所
管内

高知市

地域福祉活動計画 （平成22年3月末現在） ※県社協把握情報

計画
管内 管内 内 管内 管内

策定済
土佐清水市H17.3 須崎市H19

四万十町H22.1
佐川町H20.7
日高村H19.3

本山町H19.4
土佐町H22.3

策定予定 四万十市 南国市

宿毛市 大月町 中土佐町 梼原町 土佐市 いの町 香南市 香美市 室戸市 安芸市 高知市

策定未定

宿毛市、大月町、
三原村、黒潮町

中土佐町、梼原町、
津野町

土佐市、いの町、
仁淀川町、越知町

香南市、香美市、
大豊町、大川村

室戸市、安芸市、
東洋町、奈半利町、
田野町、安田町、
北川村、馬路村、
芸西村

高知市



資 料 ２

高知県地域福祉支援計画高知県地域福祉支援計画
の骨子（案）



 

 

 

 

高知県地域福祉支援計画(イメージ) 

 

 
～ 新しい支え合いのカタチ 「高知型福祉」の実現 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月

 

 

高 知 県  



≪ 項 目 ≫ 

 

第 1 章 地域福祉を推進する基本的な考え方 

 

 １．はじめに 

  

 

 ２．地域福祉とは 

 

 

 ３．高知県の現状と課題 

 

   (1)人口減少・少子高齢化の進行 

 

   (2)福祉サービスの提供を必要とする要援護者の増加 

 

   (3)県民世論調査 

 

   (4)子どもに関すること 

 

 

 ４．地域福祉の推進の意義 

 

 

 

 



第２章 地域福祉計画と地域福祉支援計画 

      ～地域福祉のビジョンとアクションプランとなる計画～ 

 

 １．地域福祉計画・地域福祉活動計画・地域福祉支援計画 

   ※相互に連携し、循環するイメージ図 

 

 

 ２．市町村地域福祉計画（市町村） 

 

   (1)位置づけ 

 

 

(2)市町村地域福祉計画の策定状況 

 

 

   (3)策定の視点 

 

 

   (4)法定又は国の指針により計画に盛り込む事項 

      ・地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

      ・地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

      ・地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 

   (5)法定以外の事項で計画に盛り込むべき事項 

      ・地域福祉推進に当たっての関係者の果たすべき役割 

 

 (6)地域福祉計画の策定の方法 

      ・地域での生活課題を明らかに 

      ・住民参加 

      ・関係者の役割分担と連携 

      ・地域福祉計画の推進体制(イメージ) 

 

 

 

 ３．地域福祉活動計画（市町村社協） 

 

   (1)位置づけ 

 

 

(2)市町村社協地域福祉活動計画の策定状況 



 

 

   (3)策定の視点 

 

 

(4)地域福祉活動計画の策定の方法 

 

 

 ４．地域福祉支援計画の役割 

 

   (1)地域福祉支援計画の役割 

 

   (2)位置づけ 

 

・他の関連計画との関係 

  ※関係イメージ図 

       ・高知県高齢者保健福祉計画 

・高知県障害福祉計画 

・こうちこどもプラン 

・高知県地域防災計画     等 

 

   (3)地域福祉支援計画の期間 

 

   (4)地域福祉支援計画の推進体制 

 

   (5)地域福祉支援計画の進行管理 

 

 

 



第３章 地域福祉のガイドライン 

 

 １．高知県の実情に即した新しい地域福祉の推進 

 

   (1)日本一の健康長寿県構想 

 

 

   (2)ともに支え合いながら生き生きと暮らす高知型福祉の実現 

 

 

 

 ２．地域での支え合いの推進 

   こどもから高齢者、障害者などすべての県民が、住み慣れた地域で安心して、ともに支え合いながら

生き生きと暮らすことができる地域とする。 

    ※制度や福祉サービスのすきま、対応しきれていないことへの対応 

    ※地域コミュニティの再生・強化 

(新たなつながり・支え合いのしくみづくり) 

 

 

 ３．小地域ごとの話し合いを基本とした取組の推進 

 

   (1)小地域の範囲 

 

   (2)協議の場(コミュニティ) づくり 

 

   (3)推進体制づくり 

 

   (4)活動のプログラムづくり 

 

 

 



第４章 地域福祉の実践に向けて(県の支援の方向性) 

 

 

 

 

 

 

 

 １．県下全域での地域福祉推進の基盤づくり～地域福祉推進の基盤を高める～ 

 

    ・地域福祉計画の策定と実践活動の促進 

 

・社会福祉協議会の活動強化 

 

・民生委員・児童委員との連携強化 

 

・福祉関係者の地域福祉活動への支援 

 

    ・セーフティネット機能の充実・強化 

 

        ・ 

        ・ 

        ・ 

 

 

 ２．官民協働の支え合いのしくみづくりの推進 

    ～「あったかふれあいセンター」をはじめとした新たな支え合いのしくみ～ 

 

    ・あったかふれあいセンターの整備促進 

 

・災害時要援護者対策への支援 

 

・集落活性化への支援 

 

        ・ 

        ・ 

        ・ 

 

 

 

・市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

・社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

・福祉サービスの適切な利用の促進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための

基盤整備に関する事項 



 ３．地域力を高める人づくり 

 

・地域福祉に関する住民意識の啓発 

  

・地域福祉を担う人材の育成と確保 

 

        ・ 

        ・ 

        ・ 

 

 

 



第５章 地域でのしくみづくりの実践例 

 

 １．住民の協働の「場」づくり 

 

 実例１ あったかふれあいセンター 

 

 実例２ 住民が主体となった「協議の場」づくり 

          (例)「みんなで福祉のまちづくり委員会」 

 

    実例３ 地域力が主体の「集いの場」づくり 

         (例)なかよし交流館 

         (例)とんからりんの家 

 

実例４ 地域での交流事業 

          (例)世代間交流 

      

実例５ 地域(集落を守る) 

(例)文化継承や共同作業などコミュニティ活動の維持、再生 

 

実例６ 地域(集落)の活性化につなげるしくみづくり 

(例)福祉ビジネス・コミュニティビジネス  

 

        ・ 

        ・ 

        ・ 

 

 

 ２．地域ケアのシステム 

   

 実例１ 地域共生ケアのシステムづくり 

          (例)福祉専門職と地域との連携による地域ケアシステムづくり 

 

    実例２ 地域(高齢者等)の困りごとを解決するしくみづくり 

 

        ・ 

        ・ 

        ・ 

 

 

 



 ３．地域見守り協定による子どもや独居高齢者の見守りネットワーク 

 

    実例１ 地域の見守り活動 

          (例)地区担当職員の配置 

          (例)民生委員児童委員の活動 

          (例)福祉専門職の見守り活動 

 

    実例２ 見守りネットワーク 

          (例)地域の見守り協定 

          (例)小地域ネットワーク 

          (例)子どもの見守りネットワーク 

 

実例３ 災害時要援護者対策 

(例)個別支援計画づくり  

 

        ・ 

        ・ 

        ・ 

 

 

 ４．障害者の就労支援活動 

 

 

 

 

 

用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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